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当
社
で
は
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
に
業
務
委
託
を
し
て

い
ま
す
。
法
的
な
規
制

な
ど
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
業
務

委
託
を
行
う
発
注
業
者

と
の
関
係
で
は
、
交
渉

力
や
そ
の
前
提
と
な
る
情
報
収
集
力

に
格
差
が
あ
る
な
ど
、
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
は
弱
い
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
が
安
心
し
て
働
け
る
環

境
を
整
備
す
る
た
め
に
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
・
事
業
者
間
取
引
適
正
化
等
法

（
以
下
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
）が
制
定

さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
の
適

用
対
象
は
発
注
事
業
者
か
ら
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
へ
の
業
務
委
託
で
あ
り
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
と
取
引
す
る
全
て
の
事

業
者
が
対
象
と
な
る
法
律
で
す
。

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
は
、
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
と
の
業
務
委
託
取
引
に
つ
い

て
、
㋐
取
引
の
適
正
化
、
㋑
就
業
環

境
の
整
備
と
い
う
2
つ
の
観
点
か

ら
、
発
注
す
る
立
場
で
あ
る
事
業
者

が
守
る
べ
き
義
務
と
禁
止
行
為
を

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
の

業
務
委
託
契
約
に
備
え
る

飯
田
橋
労
務
管
理
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鈴
木
義
一

定
め
て
い
ま
す
。

１
．
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
発
注
事
業
者

の
定
義

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
は
、
業
務
委
託

の
相
手
方
で
あ
る
事
業
者
で
、
従
業

員
を
使
用
し
な
い
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

企
業
等
の
従
業
員
と
し
て
雇
用
さ
れ

て
い
る
個
人
が
、
副
業
と
し
て
他
の

事
業
者
か
ら
業
務
委
託
を
受
け
る
場

合
も
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
発
注
事
業
者
と
は
、
フ
リ

ー
ラ
ン
ス
に
業
務
委
託
す
る
事
業
者

で
、
従
業
員
を
使
用
す
る
も
の
と
さ

れ
ま
す
。

2
．
義
務
と
禁
止
行
為

⑴
取
引
条
件
の
明
示
義
務

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
対
し
業
務
委
託

し
た
場
合
は
、
取
引
の
条
件
を
書
面

ま
た
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
メ
ー
ル
、

S
M
S
、
S
N
S
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、

チ
ャ
ッ
ト
ツ
ー
ル
、
F
A
X
な
ど
）

に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
電
磁
的
方
法
で
明
示
し
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
か
ら

書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

⑵
明
示
す
べ
き
事
項

　

明
示
す
る
べ
き
事
項
を
表
❶
に
ま

と
め
ま
し
た
。
③
の
給
付
・
役
務
の

内
容
に
は
、品
名
、品
目
、数
量（
回
数
）、

規
格
、
仕
様
な
ど
明
確
に
記
載
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
⑦
の
報
酬
の
額
に
関
し
て

は
、
具
体
的
な
報
酬
額
を
記
載
す
る

こ
と
が
難
し
い
場
合
は
算
定
方
法
で

も
可
能
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
支
払

期
日
に
関
し
て
は
、
具
体
的
な
支
払

日
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

発
注
事
業
者
は
、
給
付
を
受
領
し
た

日
か
ら
起
算
し
て
60
日
以
内
の
で
き

る
限
り
短
い
期
間
内
で
支
払
期
日
を

定
め
て
、
そ
の
日
ま
で
に
報
酬
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
支
払

期
日
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

物
品
等
を
実
際
に
受
領
し
た
日
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
再
委
託
で
あ
る

場
合
は
、
必
要
事
項
を
明
示
し
た
場

合
に
、
例
外
的
に
元
委
託
支
払
期
日

か
ら
30
日
以
内
の
で
き
る
限
り
短
い

期
間
内
に
支
払
期
日
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
毎
月
の
特
定
日
に
報

酬
を
支
払
う
こ
と
と
す
る
月
単
位
の

締
切
制
度
で
の
支
払
期
日
と
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

給
付
を
受
領
し
た
日
か
ら
60
日
以
内

の
支
払
と
い
う
義
務
は
適
用
さ
れ
ま

す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
⑥
お
よ
び
⑧
は
、
該
当

す
る
取
引
で
あ
る
場
合
の
み
明
示
が

必
要
な
事
項
と
な
り
ま
す
。

⑶
発
注
事
業
者
の
禁
止
行
為

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
、
1
カ
月
以
上

の
業
務
委
託
を
し
て
い
る
発
注
事
業

者
に
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
責
任
が

な
い
場
合
、
表
❷
の
7
つ
の
禁
止
行

為
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑷
募
集
情
報
の
的
確
表
示
義
務

　

発
注
事
業
者
は
、
広
告
等
に
よ
り

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
募
集
す
る
に
あ
た

り
、
募
集
情
報
の
事
項
と
し
て
、
㋐

業
務
の
内
容
、
㋑
業
務
に
従
事
す
る

場
所
・
期
間
・
時
間
に
関
す
る
事
項
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ラ
ン
ス
が
解
除
の
理
由
を
発
注
事
業

者
に
請
求
し
た
場
合
、
災
害
な
ど
の

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
予
告
が

困
難
な
場
合
等
の
例
外
事
由
に
該
当

す
る
場
合
を
除
い
て
、
遅
滞
な
く
開

示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
契
約
の
解
除
」
と
は
発
注
事
業

者
か
ら
の
一
方
的
な
契
約
の
解
除
を

指
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
か
ら
の
一
方

的
な
契
約
の
解
除
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
「
契
約
の
不
更
新
」
と
は
、
発
注

事
業
者
が
不
更
新
を
し
よ
う
と
す
る

意
思
を
持
っ
て
、
契
約
満
了
日
か
ら

起
算
し
て
1
カ
月
以
内
に
次
の
契
約

を
締
結
し
な
い
場
合
で
す
。

対
応
す
る
た
め
に
相
談
窓
口
を
設
置

し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
周
知
す
る
こ

と
、
相
談
窓
口
担
当
者
が
相
談
に
適

切
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

等
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑺
中
途
解
除
等
の
事
前
予
告
・
理
由

開
示
義
務

　

発
注
事
業
者
は
、
6
カ
月
以
上
の

期
間
で
行
う
業
務
委
託
に
つ
い
て
、

契
約
の
中
途
解
除
ま
た
は
不
更
新
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
解
除
日
ま
た

は
契
約
満
了
日
か
ら
30
日
前
ま
で
に

そ
の
旨
を
予
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
予
告
が
さ
れ
た
日
か
ら
契
約

が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
、
フ
リ
ー

⑹
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制

整
備
義
務

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
り
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
の
就
業
環
境
を
害
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
相
談
対
応
の
た
め
の
体

制
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

関
す
る
相
談
を
行
っ
た
こ
と
等
を
理

由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
体
制
整
備

と
し
て
発
注
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措

置
と
し
て
、
㋐
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
方
針
の
明
確

化
、
方
針
の
周
知
・
啓
発
、
㋑
相
談

（
苦
情
を
含
む
）
に
応
じ
、
適
切
に

㋒
報
酬
に
関
す
る
事
項
、
㋓
契
約
の

解
除
・
不
更
新
に
関
す
る
事
項
、
㋔

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
募
集
を
行
う
者
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
表
示
す
る
場

合
に
は
、
虚
偽
の
表
示
・
誤
解
を
生

じ
さ
せ
る
表
示
と
な
っ
て
い
な
い

か
、
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
と
な
っ

て
い
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

⑸
育
児
介
護
等
と
業
務
の
両
立
に
対

す
る
配
慮
義
務

　

発
注
事
業
者
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

か
ら
の
申
出
に
応
じ
て
、
6
カ
月
以

上
の
期
間
で
行
う
業
務
委
託
（
契
約

の
更
新
に
よ
り
6
カ
月
以
上
継
続
す

る
も
の
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
フ
リ

ー
ラ
ン
ス
が
妊
娠
、
出
産
、
育
児
介

護
等
と
業
務
を
両
立
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
6
カ
月
未
満
の
期
間
で
行
う

業
務
委
託
に
つ
い
て
も
、
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
が
育
児
介
護
等
と
業
務
を
両
立

で
き
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
い
ま
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
か
ら
の

申
出
が
あ
っ
た
場
合
、
㋐
申
出
の
内

容
等
の
把
握
、
㋑
取
り
得
る
選
択
肢

の
検
討
、
㋒
配
慮
の
内
容
の
伝
達
・

実
施
／
配
慮
不
実
施
の
伝
達
・
理
由

説
明
等
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

表❶　明示義務のある取引条件事項

①発注事業者とフリーランスそれぞれの名称
②業務委託をした日（業務委託することを合意した日）
③給付・役務の内容（フリーランスに委託する業務の内容）
④給付を受領・役務の提供を受ける期日（いつまでに
納品するのか、いつ作業するのか）

⑤給付を受領・役務の提供を受ける場所（どこに納品
するのか、どこで作業するのか）

⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了す
る期日

⑦報酬の額および支払期日
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に
関すること

出所：表❶❷筆者作成

表❷　発注事業者の禁止行為

・受領拒否…委託した物品や情報成果物の受領を拒むこと。
発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を
延長することで、予め定めた納期に受け取らないことなど。

・報酬の減額…業務委託時に定めた報酬額を、後から減らし
て支払うこと。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、
名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為は禁
止されています。

・返品…フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領後
に引き取らせること。ただし、不良品などがあった場合、受
領後6カ月以内に限って返品することは認められています。

・買いたたき…フリーランスに委託する物品等に対して、通
常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を定めること。

・購入・利用強制…フリーランスに委託した物品等の品質を
維持、改善するためなど正当な理由がないのに、発注事
業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させること。

・不当な経済上の利益の提供要請…発注事業者が自己のため
に、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を
提供させることによってフリーランスの利益を不当に害
すること。

・不当な給付内容の変更・やり直し…費用を負担せずに、フ
リーランスの給付内容を変更させたり、フリーランスの
給付を受領した後に給付をやり直させたりして、フリー
ランスの利益を不当に害すること。発注側の都合で、発
注を取り消したり、やり直しをさせる場合には、フリー
ランスが作業に要した費用を負担する必要があります。


